
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

区

間

区
域
変
更

前
後
別

敷
地
の
幅
員

メ
ー
ト
ル

延

長
メ
ー
ト
ル

県
道
中
津
山

国
自
転
車
道

線

中
津
市
山
国
町
中
摩
字
塔
ノ
本
三
六
〇

九
番
四
地
先
か
ら

中
津
市
山
国
町
宇
曽
字
末
崎
一
番
四
ま

で

前

一
二
・
二

〜

四
・
二

八
六
・
〇

中
津
市
山
国
町
中
摩
字
塔
ノ
本
三
六
〇

九
番
四
か
ら

中
津
市
山
国
町
宇
曽
字
末
崎
五
番
三
ま

で

後

二
四
・
二

〜
一
四
・
四

八
六
・
〇

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

区

間

区
域
変
更

前
後
別

敷
地
の
幅
員

メ
ー
ト
ル

延

長
メ
ー
ト
ル

県
道
三
重
新

殿
線

豊
後
大
野
市
三
重
町
赤
嶺
字
茶
屋
久
保

二
三
二
八
番
一
〇
地
先
か
ら

豊
後
大
野
市
三
重
町
百
枝
字
宮
山
二
七

五
八
番
二
ま
で

前

八
二
・
〇

〜
一
八
・
〇

一
、
〇
七
〇
・
〇

豊
後
大
野
市
三
重
町
赤
嶺
字
茶
屋
久
保

二
三
二
八
番
一
地
先
か
ら

豊
後
大
野
市
三
重
町
百
枝
字
宮
山
二
八

後

九
六
・
三

〜
二
二
・
〇

一
、
〇
五
二
・
〇

告

示

土
壌
汚
染
対
策
法
に
よ
る
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

道
路
区
域
の
変
更
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

道
路
の
供
用
開
始
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

運
転
免
許
関
係
通
知
業
務
委
託
入
札
参
加
資
格
審
査
規
程
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

病
院
の
院
長
等
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
病
院
等
の
指
定
に
関
す
る
告
示
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
二

公

告

平
成
二
十
九
年
度
警
察
官
Ａ
採
用
共
同
試
験
及
び
大
分
県
警
察
官
Ａ
（
女
性
）
採
用
試
験
公
告
…
…
…
…
二

〇
告

示

大
分
県
告
示
第
百
三
十
二
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害
物

質
に
よ
り
汚
染
さ
れ
て
お
り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い
う
。
）
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
八
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

豊
後
大
野
市
三
重
町
宮
野
字
大
原
三
千
九
百
六
十
四
番
一
の
一
部

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準
に

適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物

大
分
県
告
示
第
百
三
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

区
域
を
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
八
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備

え
置
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
八
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
百
三
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

区
域
を
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
八
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備

え
置
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
八
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

目

次

平
成
二
十
九
年

（ 火 曜 日 ）

第
二
八
五
九
号

二
月
二
十
八
日

毎
週

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）
発
行
人

大

分

県

編
集

佐
伯
印
刷
㈱

（
定
価

一
箇
年

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
八
日

大
分
県
報
（
告
示
）

一



七
五
番
八
ま
で

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

道
路
の
種
類
及
び
路
線
名

供
用
開
始
区
間

供
用
開
始
年
月
日

県
道
中
津
山
国
自
転
車
道

線

中
津
市
山
国
町
中
摩
字
塔
ノ
本
三
六
〇
九
番
四
か
ら

中
津
市
山
国
町
宇
曽
字
末
崎
五
番
三
ま
で

平
二
九
・

二
・
二
八

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

道
路
の
種
類
及
び
路
線
名

供
用
開
始
区
間

供
用
開
始
年
月
日

県
道
三
重
新
殿
線

豊
後
大
野
市
三
重
町
赤
嶺
字
茶
屋
久
保
二
三
二
八
番

一
地
先
か
ら

豊
後
大
野
市
三
重
町
百
枝
字
宮
山
二
八
七
五
番
八
ま

で

平
二
九
・

二
・
二
八

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

大
分
県
告
示
第
百
三
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
八
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備

え
置
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
八
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
百
三
十
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
八
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備

え
置
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
八
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
百
三
十
七
号

運
転
免
許
関
係
通
知
業
務
委
託
入
札
参
加
資
格
審
査
規
程
（
平
成
二
十
年
大
分
県
告
示
第
五
十
五
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
八
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

第
四
条
第
一
項
中
「
平
成
二
十
六
年
四
月
十
日
」
を
「
当
該
日
の
属
す
る
年
の
四
月
十
日
（
そ
の
日
が
日

曜
日
又
は
土
曜
日
に
当
た
る
と
き
は
、
そ
の
日
後
に
お
い
て
、
そ
の
日
に
最
も
近
い
日
曜
日
又
は
土
曜
日
で

な
い
日
）
」
に
改
め
る
。

第
七
条
中
「
平
成
二
十
八
年
二
月
二
十
九
日
」
を
「
翌
年
の
九
月
三
十
日
」
に
改
め
る
。

第
九
条
第
一
項
中
「
そ
の
事
実
が
あ
っ
た
後
二
年
間
の
範
囲
内
で
知
事
が
定
め
る
期
間
、
」
を
「
三
年
以

内
の
期
間
を
定
め
て
」
に
、
「
も
の
と
す
る
」
を
「
こ
と
が
で
き
る
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
取
り
消

し
た
」
を
「
取
り
消
し
、
又
は
競
争
入
札
に
参
加
さ
せ
な
い
こ
と
と
し
た
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
公
示
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
選
挙
管
理
委
員
会
告
示

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
号

病
院
の
院
長
等
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
病
院
等
の
指
定
に
関
す
る
告
示
（
昭
和
五
十
年
大
分
県
選

挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
と
お
り
改
正
す
る
。

平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
八
日

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

一

木

俊

三

指
定
老
人
ホ
ー
ム
中

「
ユ
ニ
ッ
ト
型
特
別
養
護
老
人
ホ

〃

大
字
狩
生
四
―
八
―
二

を

ー
ム
彦
岳
の
太
陽

」

「
ユ
ニ
ッ
ト
型
特
別
養
護
老
人
ホ

〃

大
字
狩
生
四
―
八
―
二

ー
ム
彦
岳
の
太
陽

に
改
め
る
。

有
料
老
人
ホ
ー
ム
白
ゆ
り

〃

大
字
木
立
字
大
野
四
八
八
七
」

〇
公

告

平
成
２９年

度
警
察
官
A
採
用
共
同
試
験
及
び
大
分
県
警
察
官
A
（
女
性
）
採
用
試
験
公
告

平
成
２９年

２
月
２８日

大
分
県
人
事
委
員
会

次
の
と
お
り
、
平
成
２９年

度
警
察
官
A
採
用
共
同
試
験
及
び
大
分
県
警
察
官
A
（
女
性
）
採
用
試
験
を

行
い
ま
す
。

平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
八
日

大
分
県
報
（
告
示
・
選
管
委
告
示
・
公
告
）

二



採
用

予
定

者
数

兵
庫
県

３
人

３
人

大
阪
府

３
人

３
人

愛
知
県

３
人

３
人

警
視
庁

（
東
京
都
）

３
人

３
人

大
分
県

４３人

１０人

５３人

試
験
区
分

一
般

一
般

合
計

試
験
種
類

警
察
官
Ａ

警
察
官
Ａ

（
女
性
）

試
験
種
類

試
験
区
分

都
府
県

年
齢
・
性
別

学
歴

警
察
官
Ａ

一
般

大
分
県

昭
和
５９年

４
月
２
日
以
降

に
生
ま
れ
た
男
性

学
校
教
育
法
（
昭
和
２２年

法
律
第

２６号
）
に
よ
る
大
学
（
４
年
制
以

上
の
も
の
）
を
卒
業
し
た
者
又
は

平
成
３０年

３
月
ま
で
に
卒
業
見
込

み
の
者
（
大
分
県
人
事
委
員
会
が

同
等
の
資
格
が
あ
る
と
認
め
る
者

を
含
む
。
）

警
視
庁

（
東
京
都
）
昭
和
５７年

５
月
２３日

か
ら

平
成
８
年
４
月
１
日
ま
で

に
生
ま
れ
た
男
性

愛
知
県

昭
和
５９年

４
月
２
日
以
降

に
生
ま
れ
た
男
性

大
阪
府

昭
和
５９年

４
月
２
日
か
ら

平
成
１２年

４
月
１
日
ま
で

に
生
ま
れ
た
男
性

兵
庫
県

昭
和
５７年

４
月
２
日
以
降

に
生
ま
れ
た
男
性

昭
和
５９年

４
月
２
日
以
降

に
生
ま
れ
た
女
性

大
分
県

一
般

警
察
官
Ａ

（
女
性
）

な
お
、
警
察
官
A
採
用
共
同
試
験
は
、
警
視
庁
（
東
京
都
）
及
び
愛
知
県
・
大
阪
府
・
兵
庫
県
警
察
本

部
と
共
同
し
て
行
い
ま
す
。

１
試
験
種
類
、
試
験
区
分
及
び
採
用
予
定
者
数

注
１
警
察
官
A
採
用
共
同
試
験
に
つ
い
て
は
、
申
込
書
の
受
付
後
に
志
望
す
る
都
府
県
を
変
更
す
る

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

注
２
採
用
予
定
者
数
は
、
今
後
の
欠
員
等
の
状
況
に
よ
り
変
更
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

２
受
験
資
格

⑴
年
齢
・
性
別
等

注
「
大
分
県
人
事
委
員
会
が
同
等
の
資
格
が
あ
る
と
認
め
る
者
」
に
つ
い
て
は
、
大
分
県
人
事
委
員

会
事
務
局
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

⑵
日
本
国
籍
を
有
し
な
い
者
又
は
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
２５年

法
律
第
２６１号

）
第
１６条

に
該
当
す
る

者
は
受
験
で
き
ま
せ
ん
。

３
試
験
の
実
施

⑴
試
験
日
時
及
び
試
験
会
場

注
試
験
会
場
へ
の
自
動
車
の
乗
り
入
れ
及
び
試
験
会
場
周
辺
に
お
け
る
駐
車
や
送
迎
時
の
駐
停
車
は

で
き
ま
せ
ん
。

試
験

試
験
日
時

試
験

会
場

第
１
次
試
験

平
成
２９年

５
月
２１日

（
日
）

入
室
開
始
午
前
８
時
３０分

着
席
完
了
午
前
９
時

試
験
時
間

教
養
試
験
午
前
９
時
３０分

か
ら
１２時

ま
で

体
力
試
験
・
身
体
検
査

午
後
１
時
頃
か
ら
５
時
頃
ま
で

（
注
）遅
刻
者
は
、
午
前
１０時

ま
で
に
試
験
室
へ
入
室

で
き
な
い
場
合
は
、
受
験
で
き
ま
せ
ん
。

公
立
大
学
法
人
大
分
県
立
芸
術

文
化
短
期
大
学

（
大
分
市
上
野
丘
東
１
番
１１

号
）

大
分
中
央
警
察
署

（
大
分
市
荷
揚
町
５
番
６
号
）

試
験
会
場
は
、
別
途
大
分
県
人

事
委
員
会
事
務
局
が
指
定
し
ま

す
。

第
２
次
試
験

大
分
県

論
文
試
験
・
体
力
試
験
Ⅱ
・
適
性
検
査

平
成
２９年

６
月
１１日

（
日
）

面
接
試
験
平
成
２９年

６
月
下
旬
か
ら
７
月
上
旬
の

指
定
す
る
１
日

具
体
的
な
日
時
等
は
、
第
１
次
試
験
合
格
通
知
の

際
に
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

大
分
市
内

大
分
県
以
外
の
都
府
県

平
成
２９年

８
月
中
旬
以
降

大
分
県
内

平
成
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基
準
値

２０５セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上

１６０セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上

２０回
以
上

１５回
以
上

２５回
以
上

１５回
以
上

４０メ
ー
ト
ル
以
上

３５メ
ー
ト
ル
以
上

男
性
女
性
男
性
女
性
男
性
女
性
男
性
女
性

実
施

方
法

両
足
で
同
時
に
踏
み
切
り
、
水
平
に
前
方

へ
跳
躍

仰
臥
の
姿
勢
か
ら
上
体
起
こ
し
（
３０秒

間
）

腕
立
て
の
姿
勢
か
ら
腕
屈
伸
（
２
秒
に
１

回
の
リ
ズ
ム
）

５
メ
ー
ト
ル
幅
の
往
復
走
（
１５秒

間
）

実
施
種
目

立
幅
と
び

上
体
起
こ
し

腕
立
伏
臥
腕
屈
伸

時
間
往
復
走

加
点
点
数

加
点
基
準

①
実
用
英
語
技
能
検
定
（
英
検
）
準
１
級
以
上

②
Ｔ
Ｏ
Ｅ
Ｉ
Ｃ
６５０点

以
上
（
Ｉ
Ｐ
テ
ス
ト
を
除
く
。
）

加
点
資
格

英
語

③
Ｔ
Ｏ
Ｅ
Ｆ
Ｌ
＜
Ｐ
Ｂ
Ｔ
＞
５２２点

以
上

④
Ｔ
Ｏ
Ｅ
Ｆ
Ｌ
＜
ｉ
Ｂ
Ｔ
＞
６８点

以
上

⑤
国
際
連
合
公
用
語
英
語
検
定
（
国
連
英
検
）
Ｂ
級
以
上

１０点

①
実
用
英
語
技
能
検
定
（
英
検
）
２
級

②
Ｔ
Ｏ
Ｅ
Ｉ
Ｃ
４７０点

以
上
６５０点

未
満
（
Ｉ
Ｐ
テ
ス
ト
を
除
く
。
）

③
Ｔ
Ｏ
Ｅ
Ｆ
Ｌ
＜
Ｐ
Ｂ
Ｔ
＞
４６０点

以
上
５２２点

未
満

④
Ｔ
Ｏ
Ｅ
Ｆ
Ｌ
＜
ｉ
Ｂ
Ｔ
＞
４８点

以
上
６８点

未
満

⑤
国
際
連
合
公
用
語
英
語
検
定
（
国
連
英
検
）
Ｃ
級

５
点

中
国
語

①
中
国
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
検
定
（
Ｔ
Ｅ
Ｃ
Ｃ
）
５５０点

以
上

②
中
国
語
検
定
２
級
以
上

③
漢
語
水
平
考
試
５
級
以
上

１０点

①
中
国
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
検
定
（
Ｔ
Ｅ
Ｃ
Ｃ
）
４００点

以
上
５５０

点
未
満

②
中
国
語
検
定
３
級

③
漢
語
水
平
考
試
４
級

５
点

韓
国
語

①
ハ
ン
グ
ル
能
力
検
定
２
級
以
上

②
韓
国
語
能
力
試
験
５
級
以
上

１０点

①
ハ
ン
グ
ル
能
力
検
定
準
２
級

②
韓
国
語
能
力
試
験
４
級

５
点

簿
記

①
日
商
簿
記
検
定
２
級
以
上

②
全
経
簿
記
能
力
検
定
１
級
以
上

１０点
柔
道

２
段
以
上
（
公
益
財
団
法
人
講
道
館
が
認
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）

剣
道

２
段
以
上
（
一
般
財
団
法
人
全
日
本
剣
道
連
盟
が
認
定
す
る
も
の
限
る
。
）

情
報
処
理
Ｉ
Ｔ
パ
ス
ポ
ー
ト
試
験
を
除
く
情
報
処
理
技
術
者
試
験
（
経
済
産
業
省
所
管

の
国
家
試
験
）
合
格
者

Ｉ
Ｔ
パ
ス
ポ
ー
ト
試
験
（
経
済
産
業
省
所
管
の
国
家
試
験
）
合
格
者

５
点

必
要
書
類

上
記
資
格
を
証
明
す
る
書
類
（
合
格
証
明
書
、
ス
コ
ア
レ
ポ
ー
ト
又
は
段
位
を
証
明
で
き

る
書
類
）

申
請
方
法

申
込
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
必
要
書
類
の
写
し
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
第

１
次
試
験
当
日
に
必
要
書
類
の
原
本
を
持
参
し
、
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

⑵
試
験
の
内
容

ア
第
１
次
試
験

受
験
者
全
員
に
対
し
て
大
学
卒
業
程
度
の
内
容
で
次
の
試
験
種
目
を
実
施
し
ま
す
。

ア
教
養
試
験
（
配
点
１２０点

）
警
察
官
と
し
て
必
要
な
一
般
的
知
識
（
社
会
（
法
律
※
、
政
治
、
経
済
、
社
会
一
般
等
）
、
人

文
（
日
本
史
、
世
界
史
、
地
理
、
思
想
・
哲
学
等
）
、
自
然
（
数
学
、
物
理
、
化
学
、
生
物
、
地

学
等
）
）
及
び
知
能
（
文
章
理
解
（
英
文
を
含
む
。
）
、
判
断
推
理
、
数
的
推
理
、
資
料
解
釈
）

に
つ
い
て
筆
記
試
験
を
し
ま
す
。

（
２
時
間
３０分

５
枝
択
一
式

５０問
）

※
公
務
員
倫
理
（
地
方
公
務
員
法
の
服
務
に
関
す
る
部
分
）
を
含
む
。

イ
体
力
試
験
（
配
点
８０点

）
警
察
官
と
し
て
の
職
務
の
遂
行
に
必
要
な
体
力
を
有
す
る
か
に
つ
い
て
試
験
し
ま
す
。

注
１
基
準
値
は
大
分
県
の
も
の
で
あ
り
、
都
府
県
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。

注
２
大
分
県
に
お
い
て
は
、
４
種
目
の
う
ち
２
種
目
以
上
が
基
準
値
に
達
し
な
い
場
合
は
不
合

格
と
な
り
ま
す
。

ウ
資
格
加
点
（
配
点
１０点

）
大
分
県
を
受
験
す
る
者
で
、
次
に
掲
げ
る
資
格
所
有
者
に
一
定
点
を
加
点
し
ま
す
。
た
だ
し
、

英
語
、
中
国
語
及
び
韓
国
語
の
資
格
加
点
に
つ
い
て
は
、
申
込
受
付
開
始
日
か
ら
遡
っ
て
２
年
以

内
に
取
得
し
た
も
の
に
限
り
有
効
と
し
ま
す
。

注
１
申
込
時
に
必
要
書
類
が
添
付
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
、
第
１
次
試
験
当
日
に
原
本
に
よ
り
資

格
の
確
認
が
で
き
る
場
合
の
み
加
点
対
象
と
し
ま
す
。

注
２
資
格
加
点
を
希
望
す
る
場
合
は
、
郵
送
又
は
持
参
に
よ
り
申
し
込
み
し
て
く
だ
さ
い
。
イ
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検
査

種
目

基
準

男
性

女
性

身
長

１６０セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

１５０セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

体
重

４７キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
で
あ
る
こ
と
。

４３キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
で
あ
る
こ
と
。

視
力

大
分
県

両
眼
と
も
裸
眼
視
力
が
０．６以

上
で
あ
る
こ
と
又
は
矯
正
視
力
が
１．０以

上
で
あ
る

こ
と
。

警
視
庁

（
東
京
都
）

裸
眼
視
力
が
両
眼
と
も
０．６以

上
で
あ
る
こ
と
又
は
矯
正
視
力

が
両
眼
と
も
１．０以

上
で
あ
る

こ
と
。

－

愛
知
県

大
阪
府

両
眼
と
も
裸
眼
視
力
が
０．６以

上
で
あ
る
こ
と
又
は
矯
正
視
力

が
１．０以

上
で
あ
る
こ
と
。

－

兵
庫
県

視
力
（
矯
正
視
力
を
含
む
。
）

が
両
眼
で
０．７以

上
で
、
か

つ
、
単
眼
で
そ
れ
ぞ
れ
０．３以

上
で
あ
る
こ
と
。

－

色
覚
職
務
の
遂
行
に
支
障
の
な
い
こ
と
。

そ
の
他
職
務
の
遂
行
に
支
障
の
な
い
身
体
的
状
態
で
あ
る
こ
と
。

試
験

発
表
の
時
期

発
表
の
方
法

大
分
県
第
１
次
試
験
平
成
２９年

５
月
３０日

（
火
）

午
前
９
時

合
格
者
に
は
合
格
通
知
書
を
郵
送
し
ま
す
。

ま
た
、
合
格
者
の
受
験
番
号
は
、
「
県
政
掲

示
板
」
（
大
分
県
庁
舎
本
館
１
階
県
政
展
示

ホ
ー
ル
）
に
掲
示
す
る
と
と
も
に
、
大
分
県

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
ま
す
（
注
１
、

注
２
を
参
照
の
こ
と
。
）
。

第
２
次
試
験
平
成
２９年

７
月
下
旬
以
降

大
分
県
以
外

の
都
府
県
第
１
次
試
験
平
成
２９年

７
月
中
旬
か
ら

８
月
中
旬

各
都
府
県
が
合
格
者
に
文
書
で
通
知
し
ま

す
。

第
２
次
試
験
平
成
２９年

１０月
下
旬
か
ら

１１月
上
旬

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
の
申
込
み
で
は
加
点
で
き
ま
せ
ん
。

注
３
各
加
点
資
格
ご
と
に
設
け
た
加
点
基
準
の
い
ず
れ
か
を
有
す
る
場
合
に
１０点

又
は
５
点
を

加
点
し
ま
す
。
申
請
で
き
る
加
点
基
準
は
、
各
加
点
資
格
に
１
つ
と
し
、
複
数
の
資
格
を
有

す
る
場
合
に
つ
い
て
も
、
加
点
は
１０点

ま
で
と
し
ま
す
。

エ
身
体
検
査

警
察
官
と
し
て
の
職
務
の
遂
行
に
必
要
な
身
体
を
有
す
る
か
に
つ
い
て
検
査
し
ま
す
。

注
身
体
検
査
の
基
準
は
、
視
力
以
外
に
つ
い
て
も
都
府
県
に
よ
っ
て
異
な
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。

イ
第
２
次
試
験

第
１
次
試
験
の
合
格
者
に
対
し
て
次
の
試
験
種
目
を
実
施
し
ま
す
。

ア
論
文
試
験
（
配
点
５０点

）
職
務
の
遂
行
に
必
要
な
論
理
性
、
表
現
力
等
に
つ
い
て
筆
記
試
験
を
し
ま
す
。

イ
体
力
試
験
Ⅱ
（
配
点
２０点

）

身
体
の
全
身
持
久
力
に
つ
い
て
の
試
験
（
２０メ

ー
ト
ル
シ
ャ
ト
ル
ラ
ン
（
往
復
持
久
走
）
）
を

し
ま
す
。

ウ
面
接
試
験
（
配
点
３００点

）
人
物
に
つ
い
て
集
団
討
論
及
び
個
別
面
接
に
よ
る
試
験
を
し
ま
す
。

エ
適
性
検
査

職
務
の
遂
行
に
必
要
な
適
応
性
に
つ
い
て
性
格
検
査
を
し
ま
す
。

な
お
、
検
査
結
果
は
、
面
接
試
験
の
参
考
資
料
に
し
ま
す
。

オ
身
体
精
密
検
査

胸
部
疾
患
、
伝
染
性
疾
患
、
内
臓
疾
患
、
聴
力
等
に
つ
い
て
検
査
し
ま
す
。

注
第
２
次
試
験
の
内
容
は
、
大
分
県
の
も
の
で
あ
り
、
都
府
県
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。

ウ
受
験
資
格
等
の
調
査

受
験
資
格
の
有
無
、
申
込
書
記
載
事
項
の
真
否
等
に
つ
い
て
調
査
し
ま
す
。

エ
留
意
事
項

試
験
種
目
及
び
配
点
は
大
分
県
の
も
の
で
あ
り
、
都
府
県
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。

ま
た
、
大
分
県
に
お
い
て
は
、
各
試
験
種
目
に
そ
れ
ぞ
れ
合
格
基
準
が
あ
り
、
そ
の
合
格
基
準
に

達
し
な
い
場
合
は
、
不
合
格
と
な
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
総
合
得
点
及
び
総
合
順
位
が
上
位
で
あ

っ
て
も
不
合
格
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

な
お
、
合
格
基
準
は
、
大
分
県
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。

⑶
試
験
結
果
の
発
表

注
１
合
格
者
（
大
分
県
の
試
験
の
合
格
者
に
限
る
。
）
に
郵
送
す
る
合
格
通
知
書
は
、
延
着
又
は
不

着
と
な
る
場
合
が
あ
る
の
で
、
必
ず
「
県
政
掲
示
板
」
又
は
大
分
県
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確
認
し
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成
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開
示
場
所

大
分
県
人
事
委

員
会
事
務
局

（
大
分
県
市
町

村
会
館
６
階
）

開
示
内
容

試
験
種
目

別
得
点
、

総
合
得
点

及
び
総
合

順
位

開
示
期
間

合
格
発
表
の
日
か
ら
起
算
し
て

１
月
間

平
成
２９年

９
月
１１日

（
月
）
か

ら
同
年
１０月

１０日
（
火
）
ま
で

平
成
３０年

１
月
４
日
（
木
）
か

ら
同
年
２
月
５
日
（
月
）
ま
で

合
格
発
表
の
日
か
ら
起
算
し
て

１
月
間

開
示
請
求
で
き
る
者

大
分
県
の
み
を
志
望

し
た
者
大
分
県
以
外

の
都
府
県
の

第
１
次
試
験

不
合
格
者

大
分
県
以
外

の
都
府
県
の

第
２
次
試
験

受
験
者

大
分
県
の
第
２
次
試
験
受
験
者

大
分
県

以
外
の

都
府
県

を
第
２

志
望
と

し
た
者

大
分
県

の
第
１

次
試
験

不
合
格

者
（
途

中
棄
権

者
を
除

く
。
）

試
験

第
１
次

試
験

第
２
次

試
験

所
在

地
等

〒
８７０－

００２２
大
分
市
大
手
町
２
－
３
－
１２（

大
分
県
市
町
村
会
館
６
階
）

電
話

０９７－
５０６－

５２１２
〒
８７０－

８５０２
大
分
市
大
手
町
３
－
１
－
１
（
大
分
県
庁
舎
本
館
６
階
）

電
話

０９７－
５３６－

１１１１
内
線
５３３７

５３６－
２１３１

内
線
２６４３・

２６４６
〒
８７０－

００４６
大
分
市
荷
揚
町
５
－
６

電
話

０９７－
５３３－

２１３１

〒
８７０－

０１０８
大
分
市
三
佐
５
－
２
－
２３

電
話

０９７－
５２７－

２１３１

〒
８７０－

１１７３
大
分
市
大
字
横
瀬
２２１２－

１
電
話

０９７－
５４２－

２１３１

〒
８７４－

０９０９
別
府
市
田
の
湯
町
１３－

１３
電
話

０９７７－
２１－

２１３１

〒
８７９－

１５０２
速
見
郡
日
出
町
大
字
藤
原
字
友
田
２２７７－

２
電
話

０９７７－
７２－

２１３１

〒
８７３－

０５０３
国
東
市
国
東
町
鶴
川
４８－

１
電
話

０９７８－
７２－

２１３１

機
関

名

大
分
県
人
事
委
員
会
事
務
局

大
分
県
警
察
本
部
警
務
課

大
分
中
央
警
察
署

大
分
東
警
察

署

大
分
南
警
察

署

別
府

警
察

署

杵
築
日
出
警
察
署

国
東

警
察

署

て
く
だ
さ
い
。

注
２
第
１
次
試
験
合
格
者
（
大
分
県
の
第
１
次
試
験
の
合
格
者
に
限
る
。
）
に
郵
送
す
る
第
１
次
試

験
合
格
通
知
書
に
、
第
２
次
試
験
の
日
時
、
場
所
等
を
指
定
す
る
の
で
、
第
１
次
試
験
合
格
通
知

書
が
６
月
２
日
（
金
）
午
前
中
ま
で
に
到
着
し
な
い
場
合
に
は
、
直
ち
に
大
分
県
人
事
委
員
会
事

務
局
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

４
試
験
結
果
の
開
示

こ
の
採
用
試
験
の
結
果
に
つ
い
て
は
、
大
分
県
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平
成
１３年

大
分
県
条
例
第
４５

号
）
第
２１条

第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
口
頭
で
開
示
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
受
験
者
本
人
が
、
本

人
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
（
運
転
免
許
証
、
学
生
証
、
パ
ス
ポ
ー
ト
等
（
原
則
と
し
て
顔
写
真
付

き
の
も
の
）
）
を
持
参
の
上
、
午
前
８
時
３０分

か
ら
午
後
５
時
１５分

ま
で
の
間
に
、
大
分
県
人
事
委
員
会

事
務
局
ま
で
直
接
お
い
で
く
だ
さ
い
（
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
祝
日
を
除
き
ま
す
。
）
。

５
採
用
及
び
給
与

⑴
合
格
か
ら
採
用
ま
で

ア
大
分
県

ア
最
終
合
格
者
は
、
大
分
県
人
事
委
員
会
の
採
用
候
補
者
名
簿
（
原
則
と
し
て
確
定
後
１
年
間
有

効
）
に
成
績
順
に
登
載
さ
れ
ま
す
。
大
分
県
人
事
委
員
会
は
、
大
分
県
警
察
本
部
長
か
ら
の
請
求

に
応
じ
て
採
用
候
補
者
を
成
績
順
に
提
示
し
、
大
分
県
警
察
本
部
長
が
そ
の
中
か
ら
採
用
者
を
決

定
し
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
大
分
県
人
事
委
員
会
の
実
施
し
た
試
験
に
合
格
し
て
も
採
用
さ
れ
な

い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

イ
採
用
予
定
時
期
は
、
平
成
２９年

１０月
１
日
（
既
卒
者
の
み
）
又
は
平
成
３０年

４
月
１
日
（
既
卒

者
及
び
新
卒
者
）
で
す
。

ウ
採
用
後
は
巡
査
に
任
命
さ
れ
、
警
察
学
校
に
お
い
て
６
月
間
の
教
育
訓
練
を
受
け
、
修
了
後
は

警
察
署
等
に
勤
務
し
ま
す
。

イ
大
分
県
以
外
の
都
府
県

各
都
府
県
に
直
接
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

⑵
給
与
大
分
県
の
初
任
給
は
、
採
用
時
大
学
卒
２０４，１００円

（
平
成
２９年

１
月
１
日
現
在
）
で
、
こ
の
ほ
か

各
種
の
手
当
が
支
給
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
職
歴
等
を
有
す
る
者
は
、
条
件
に
応
じ
て
加
算
さ
れ
ま
す
。

な
お
、
大
分
県
以
外
の
都
府
県
の
初
任
給
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
り
、
採
用
時
大
学
卒
２２５，４４１円

か
ら

２５２，１００円
ま
で
（
平
成
２９年

１
月
１
日
現
在
）
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
ほ
か
各
種
の
手
当
が
支
給
さ

れ
ま
す
。
詳
細
に
つ
い
て
は
、
都
府
県
発
行
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
な
ど
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

６
受
験
手
続

⑴
申
込
書
等
の
請
求

申
込
書
等
は
、
次
の
機
関
で
配
布
し
ま
す
。
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〒
８７９－

０６２１
豊
後
高
田
市
是
永
町
３２－

１
電
話

０９７８－
２２－

２１３１

〒
８７９－

０４５３
宇
佐
市
大
字
上
田
１０１０－

１
電
話

０９７８－
３２－

２１３１

〒
８７１－

００２４
中
津
市
中
央
町
１
－
２
－
１０

電
話

０９７９－
２２－

２１３１

〒
８７９－

４４１３
玖
珠
郡
玖
珠
町
大
字
塚
脇
４６７

電
話

０９７３－
７２－

２１３１

〒
８７７－

００２５
日
田
市
田
島
２
－
８
－
１

電
話

０９７３－
２３－

２１３１

〒
８７８－

００２５
竹
田
市
大
字
拝
田
原
２２１

電
話

０９７４－
６３－

２１３１

〒
８７９－

７１２５
豊
後
大
野
市
三
重
町
内
田
１１９６

電
話

０９７４－
２２－

２１３１

〒
８７６－

００１２
佐
伯
市
大
字
鶴
望
２８２５－

４
電
話

０９７２－
２２－

２１３１

〒
８７５－

００４１
臼
杵
市
大
字
臼
杵
７２－

６１
電
話

０９７２－
６２－

２１３１

〒
８７３－

０００１
杵
築
市
大
字
杵
築
６６５－

４６５
電
話

０９７８－
６２－

２１３１

〒
８７９－

２４４１
津
久
見
市
中
央
町
７６０－

１５６
電
話

０９７２－
８２－

２１３１

〒
８７３－

０５０４
国
東
市
国
東
町
安
国
寺
７８６－

１
（
国
東
総
合
庁
舎
）

電
話

０９７８－
７２－

１２１２

〒
８７６－

０８１３
佐
伯
市
長
島
町
１
－
２
－
１
（
佐
伯
総
合
庁
舎
）

電
話

０９７２－
２２－

０３９０

〒
８７８－

００１３
竹
田
市
大
字
竹
田
字
山
手
１５０１－

２
（
竹
田
総
合
庁
舎
）

電
話

０９７４－
６３－

１１７１

〒
８７７－

０００４
日
田
市
城
町
１
－
１
－
１０（

日
田
総
合
庁
舎
）

電
話

０９７３－
２３－

２２００

豊
後
高
田
警
察
署

宇
佐

警
察

署

中
津

警
察

署

玖
珠

警
察

署

日
田

警
察

署

竹
田

警
察

署

豊
後
大
野
警
察
署

佐
伯

警
察

署

臼
杵
津
久
見
警
察
署

杵
築
幹
部
交
番

津
久
見
幹
部
交
番

大
分
県
東
部
振
興
局

大
分
県
南
部
振
興
局

大
分
県
豊
肥
振
興
局

大
分
県
西
部
振
興
局

〒
８７９－

０４５４
宇
佐
市
大
字
法
鏡
寺
２３５－

１
（
宇
佐
総
合
庁
舎
）

電
話

０９７８－
３２－

１１７０

〒
８７９－

０６２１
豊
後
高
田
市
是
永
町
３９（

豊
後
高
田
総
合
庁
舎
）

電
話

０９７８－
２２－

２２８５

〒
８７４－

０８４０
別
府
市
大
字
鶴
見
字
下
田
井
１４－

１
電
話

０９７７－
６７－

０２１１

〒
８７５－

００４１
臼
杵
市
大
字
臼
杵
字
洲
崎
７２－

２５４
電
話

０９７２－
６３－

４１３６

〒
８７９－

７１３１
豊
後
大
野
市
三
重
町
市
場
１１２３（

豊
後
大
野
総
合
庁
舎
）

電
話

０９７４－
２２－

１０５６

〒
８７９－

４４１３
玖
珠
郡
玖
珠
町
大
字
塚
脇
１３７－

１
（
玖
珠
総
合
庁
舎
）

電
話

０９７３－
７２－

１１５２

〒
８７１－

００２４
中
津
市
中
央
町
１
－
５
－
１６（

中
津
総
合
庁
舎
）

電
話

０９７９－
２２－

２１１０

〒
１０４－

００６１
東
京
都
中
央
区
銀
座
２
－
２
－
２

（
ヒ
ュ
ー
リ
ッ
ク
西
銀
座
ビ
ル
６
階
）

電
話

０３－
６８６２－

８７８７

〒
５３０－

０００１
大
阪
市
北
区
梅
田
１
－
１
－
３
－
２１００

（
大
阪
駅
前
第
３
ビ
ル
２１階

）
電
話

０６－
６３４５－

００７１

〒
８１０－

０００１
福
岡
市
中
央
区
天
神
２
－
１４－

８
（
福
岡
天
神
セ
ン
タ
ー
ビ
ル
１０階

）
電
話

０９２－
７２１－

００４１

〒
８７０－

０００８
大
分
市
王
子
西
町
１４－

１
電
話

０９７－
５４６－

９９７２

大
分
県
北
部
振
興
局

豊
後
高
田
土
木
事
務
所

別
府
土
木
事
務
所

臼
杵
土
木
事
務
所

豊
後
大
野
土
木
事
務
所

玖
珠
土
木
事
務
所

中
津
土
木
事
務
所

大
分
県
東
京
事
務
所

大
分
県
大
阪
事
務
所

大
分
県
福
岡
事
務
所

大
分
県
立
図
書
館

注
郵
便
で
請
求
す
る
場
合
は
、
１２０円

切
手
を
貼
っ
た
宛
先
明
記
の
返
信
用
角
形
２
号
封
筒
（
２４０

m
m
×
３３２m

m
）
を
同
封
し
、
大
分
県
警
察
本
部
警
務
課
に
請
求
し
て
く
だ
さ
い
。

封
筒
の
表
左
側
に
、
「
警
察
官
A
採
用
試
験
受
験
案
内
請
求
」
と
赤
書
き
し
て
く
だ
さ
い
。

⑵
受
付
期
間

ア
郵
送
及
び
持
参
に
よ
る
申
込
み
の
場
合

平
成
２９年

３
月
２７日

（
月
）
～
４
月
２０日

（
木
）
（
日
曜
日
及
び
土
曜
日
を
除
く
。
）

受
付
時
間
午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
４５分

ま
で
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注
郵
送
さ
れ
た
申
込
書
は
、
４
月
２０日

（
木
）
ま
で
の
消
印
が
あ
る
も
の
に
限
り
受
け
付
け
ま

す
。

イ
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
申
込
み
の
場
合

平
成
２９年

３
月
２７日

（
月
）
～
４
月
２０日

（
木
）

注
受
付
期
間
中
に
正
常
に
到
達
し
た
も
の
に
限
り
受
け
付
け
ま
す
。

⑶
申
込
書
の
提
出

ア
郵
送
及
び
持
参
に
よ
る
申
込
み
の
場
合

所
定
の
申
込
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
受
験
票
の
所
定
欄
に
５２円

切
手
を
貼
っ
て
、
大
分
県
警

察
本
部
警
務
課
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
郵
送
の
場
合
は
、
封
筒
の
表
左
側
に
「
警
察
官
A
受

験
」
と
赤
書
き
し
、
郵
便
局
の
窓
口
に
持
参
し
て
簡
易
書
留
の
手
続
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。
簡
易
書

留
の
受
領
証
は
受
験
票
が
届
く
ま
で
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
申
込
時
に
は
写
真
を
貼
ら
な
い
で
く
だ
さ
い
。

イ
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
申
込
み
の
場
合

大
分
県
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
申
込
画
面
上
の
注
意
事
項
を
十
分
確
認
の
上
、
直
接
申
し
込
ん
で
く

だ
さ
い
。
申
込
み
を
正
常
に
受
け
付
け
た
際
に
は
「
申
請
受
付
の
お
知
ら
せ
」
を
電
子
メ
ー
ル
で
返

信
し
ま
す
の
で
、
必
ず
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。
返
信
が
届
か
な
い
場
合
は
、
大
分
県
人
事
委
員
会
事

務
局
ま
で
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

⑷
申
込
者
へ
の
受
験
票
の
送
付

郵
送
及
び
持
参
に
よ
る
申
込
み
の
場
合
は
、
５
月
上
旬
に
申
込
者
へ
受
験
票
を
郵
送
し
ま
す
。
ま

た
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
申
込
み
の
場
合
は
、
メ
ー
ル
に
よ
り
受
験
票
を
送
信
す
る
の
で
、
各
自

で
印
刷
し
、
官
製
は
が
き
の
大
き
さ
・
厚
さ
の
紙
に
貼
り
付
け
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
受
験
票
は
写
真
を
貼
っ
た
上
、
第
１
次
試
験
当
日
に
必
ず
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
５
月
１１日

（
木
）
ま
で
に
受
験
票
が
届
か
な
い
場
合
は
、
大
分
県
警
察
本
部
警
務
課
に
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

⑸
共
同
試
験
の
志
望
方
法

警
察
官
A
採
用
試
験
は
大
分
県
人
事
委
員
会
、
警
視
庁
（
東
京
都
）
及
び
愛
知
県
・
大
阪
府
・
兵

庫
県
警
察
本
部
に
よ
る
共
同
試
験
で
す
の
で
、
希
望
す
る
都
府
県
を
受
験
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
（
大

分
県
を
第
１
志
望
と
し
た
場
合
の
み
、
大
分
県
以
外
の
都
府
県
を
第
２
志
望
に
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
大
分
県
以
外
の
都
府
県
を
第
１
志
望
と
す
る
場
合
は
、
第
２
志
望
を
申
込
む
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
。
）
。

な
お
、
大
分
県
の
第
１
次
試
験
に
合
格
し
た
場
合
、
第
２
志
望
は
な
い
も
の
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
ま

す
。

７
問
合
せ
先
ほ
か

大
分
県
警
察
本
部
警
務
課

電
話

０９７－
５３６－

２１３１
内
線
２６４３・

２６４６
大
分
県
人
事
委
員
会
事
務
局

電
話

０９７－
５０６－

５２１２
大
分
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
大
分
県
職
員
採
用
情
報
」

（
http://w

w
w
.pref.oita.jp/site/saiyouzyouhou/）

平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
八
日

大
分
県
報
（
公
告
）
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